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　特願２０１３－２４０８９３「顔料混合物ならびに化粧品および食品およ
び医薬品分野におけるその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成２６年　５月
　１日出願公開、特開２０１４－　７７１３７〕について、次のとおり審決
する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯

　本願は、平成１９年５月９日（パリ条約に基づく優先権主張　２００６年
５月９日　ドイツ（DE））に国際出願した特願２００９－５０８２４８号の
一部を、平成２５年１１月２１日に新たな特許出願（分割出願）としたもの
であって、同年１２月１７日に上申書が提出されるとともに手続補正がなさ
れた後、平成２６年９月２５日付けの拒絶理由の通知に対し、平成２７年３
月２４日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、同年９月
２９日付けで拒絶の査定がなされ（同査定の謄本の送達（発送）日　同年
１０月６日）、これに対して、平成２８年２月５日に審判請求がなされ、そ
れと同時に手続補正がなされた後、同年３月３１日に審判請求書についての
手続補正（方式）がなされ、さらに、同年６月１７日付けで前置報告がなさ
れたものである。

第２　平成２８年２月５日付けの手続補正についての補正却下の決定

[補正の却下の決定の結論]
平成２８年２月５日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下
する。

[理由]
１．補正の内容
（１）本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおり補正さ
れた。（下線部は補正箇所である。）
「【請求項１】
　少なくとも２つの成分ＡおよびＢからなる顔料混合物であって、
　成分Ａが、
（Ａ）モル比が１：０．５～１：２．０のＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3の混合物、な

らびに場合により、層（Ａ）を基準として＜２０重量％の量の１以上の金属
酸化物からなる高屈折率コーティングと、
（Ｂ）ｎ＜１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｃ）ｎ＞１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｄ）ｎ＞１．８の屈折率を有する吸収性コーティングと、場合により、
（Ｅ）外側保護層と
を含む層配列を有する多層コートのフレーク状基材に基づく金色効果顔料を
含み、
　該金色効果顔料が、以下の層構造、



基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、
基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3、
基
材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2

基
材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、
または
基材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3
を有し、
　成分Ｂが、無機顔料、着色性天然果実、および／または植物抽出物の群か
ら選択される着色剤、および／またはフレーク状、針状、球状、もしくは不
規則形状の粒子からなる添加剤を含むことを特徴とする顔料混合物。」

（２）本件補正前の特許請求の範囲の請求項１の記載
　本件補正前である、平成２７年３月２４日にされた手続補正により補正さ
れた特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである。
「【請求項１】
　少なくとも２つの成分ＡおよびＢからなる顔料混合物であって、
　成分Ａが、
（Ａ）モル比が１：０．５～１：２．０のＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3の混合物、な

らびに場合により、層（Ａ）を基準として＜２０重量％の量の１以上の金属
酸化物からなる高屈折率コーティングと、
（Ｂ）ｎ＜１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｃ）ｎ＞１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｄ）ｎ＞１．８の屈折率を有する吸収性コーティングと、場合により、
（Ｅ）外側保護層と
を含む層配列を有する多層コートのフレーク状基材に基づく効果顔料を含
み、
　該効果顔料が、以下の層構造、
基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、
基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3、
基
材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2

基
材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、
または
基材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3
を有し、
　成分Ｂが、無機顔料、着色性天然果実、および／または植物抽出物の群か
ら選択される着色剤、および／またはフレーク状、針状、球状、もしくは不
規則形状の粒子からなる添加剤を含むことを特徴とする顔料混合物。」

２．補正の適否
　本件補正は、請求項１について、「効果顔料」を「金色効果顔料」とする
補正を含むものであり、これは補正前の請求項１に係る発明を特定するため
に必要である「効果顔料」を、当初明細書の段落【０００４】及び
【００３２】に基づいて、「金色効果顔料」に限定するものである。
　そして、補正後の請求項１に係る発明は、補正前の請求項１に係る発明
と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、本件補
正は、第１７条の２第５項第２号の特許請求の範囲の限縮を目的とするもの
に該当する。
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本件補正発
明」という。）が、特許出願の際に独立して特許を受けることができるもの
であるか否か、すなわち、特許法第１７条の２第６項において準用する同法
第１２６条第７項の規定に適合するか否か、について検討する。

（１）本件補正発明
　本件補正発明は、上記１．（１）に記載されたとおりのものである。

（２）引用文献の記載事項
　原査定の拒絶の理由で引用された、本願の優先日前に頒布された刊行物で
ある、特表２００３－５１３１４０号公報（平成１５年４月８日公表。以
下、「引用例」という。）には、以下の記載がある。

（ａ）「【請求項１】　（Ａ）ＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3との比率



１：０．１～１：５の混合物からなり、任意に一種または二種以上の金属酸
化物を層（Ａ）を基準に２０重量％以下含んでなる高屈折率被覆、
　（Ｂ）屈折率ｎが１．８以下である無色被覆、
　（Ｃ）屈折率ｎが１．８を超える無色被覆、
　（Ｄ）屈折率ｎが１．８を超える吸収性被覆、
および任意に
　（Ｅ）外側保護層
を含む少なくとも一つの層配列を含んでなる多層被覆薄片状基材に基づく強
力着色干渉顔料。」

（ｂ）「【請求項１３】　一種または二種以上のバインダー、任意に一種ま
たは二種以上の添加剤、および一種または二種以上の請求項１に記載の干渉
顔料を含んでなる顔料製剤。」

（ｃ）「【０００９】
　　（発明の開示）
　本発明の目的は、その有利な適用特性が優れており、同時に簡単な方法で
調製することができる、高い着色強度および高い隠蔽力を有する金色および
オレンジ－赤色の干渉顔料を提供することである。」

（ｄ）「【００１１】
　本発明による強力着色干渉顔料は、その極めて高い彩度Ｃ（「着色強
度」）、非常に高い隠蔽力、および光輝効果のある非常に強い光沢において
優れている。例えばＥＵ０　２１１　３５１　Ｂ１に開示されているような
金色真珠光沢顔料に比べて、本発明の金色着色干渉顔料は、非常に高い着色
強度および高い隠蔽力を示す。本発明の金色顔料は、既知の金属青銅と等価
であり、光沢および着色力において優れており、特に織物上のグラビア印刷
において優れている。」

（ｅ）「【００２５】
　高屈折率の層（Ａ）は、屈折率が好ましくは１．８以上、特に２．０以上
であって、ＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3の混合物であり、混同比率は

１：０．１～１：５、特に１：１～１：２．５である。層（Ａ）は、好まし
くは強度に着色された擬板チタン石である。層（Ａ）の厚さは、
１０～３００ｎｍ、好ましくは１５～２５０ｎｍ、特に２０～２００ｎｍで
ある。」

（ｆ）「【００２６】
　層（Ａ）の着色力の増すために、一種または二種以上の金属酸化物、例え
ば、Ａｌ2Ｏ3、Ｃｅ2Ｏ3、Ｂ2Ｏ3、ＺｒＯ2またはＳｎＯ2を
ＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3混合物と混合することが望ましい。層（Ａ）中の

ＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3混合物に加えたさらなる金属酸化物の重量％での割合

は、２０重量％以下であり、好ましくは１０重量％以下である。」

（ｇ）「【００２７】
　層（Ｄ）が同様にＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3混合物を含む層である場合、層

（Ｄ）に基づいて２０重量％以下で例えばＡｌ2Ｏ3、Ｃｅ2Ｏ3、Ｂ2Ｏ3、
ＺｒＯ2またはＳｎＯ2のような金属酸化物の一種または二種以上を添加す

ることは、同様に着色力を増すために望ましい。」

（ｈ）「【００２８】
　被覆（Ｂ）に適した無色の低屈折率材料は、好ましくは、金属酸化物また
は対応する酸化物水和物、例えば、ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＯ（ＯＨ）、

Ｂ2Ｏ3、ＭｇＦ2、ＭｇＳｉＯ3または、前記金属酸化物の混合物である。

層（Ｂ）の厚さは１０～６００ｎｍ、好ましくは２０～５００ｎｍ、特に
２０～４００ｎｍである。」

（ｉ）「【００２９】
　高屈折率擬板チタン石層、低屈折率層（Ｂ）、高屈折率層（Ｃ）および吸
収性層（Ｄ）で基材を被覆すると、色、光沢および隠蔽力が広い制限範囲内
で変化し得る干渉顔料が形成される。」

（ｊ）「【００３０】
　特に好ましい着色顔料は、以下の層配列を有する。
　　　【００３１】



　基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2（Ｄ）

　基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋Ｆｅ2Ｏ3（Ｄ）

　基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ｄ）

　基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＳｉＯ2（Ｂ*）＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ｄ）

　基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＳｉＯ2（Ｂ*）＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2（Ｄ）

　本発明の顔料は、微粉砕された薄片状基材の上に、正確に定められた厚さ
および平滑な表面を有する複数の高および低屈折率干渉層を形成することに
より容易に調製することができる。」

（ｋ）「【００３７】
　本発明による顔料は、多数の色系、好ましくは塗料、被覆および印刷イン
クの領域からの色系に適している。印刷インクの製造の場合、多くのバイン
ダー、特に水溶性級のバインダーが適しており、例えばＢＡＳＦ、
Ｍａｒａｂｕ、Ｐｒｏｌｌ、Ｓｅｒｉｃｏｌ、Ｈａｒｔｍａｎｎ、
Ｇｅｂｒ．Ｓｃｈｍｉｄｔ、Ｓｉｃｐａ、Ａａｒｂｅｒｇ、
Ｓｉｅｇｂｅｒｇ、ＧＳＢ－Ｗａｈｌ、Ｆｏｌｌｍａｎｎ、Ｒｕｃｏまたは
Ｃｏａｔｅｓ Ｓｃｒｅｅｎ ＩＮＫＳ ＧｍｂＨから販売されている。印刷
インクは水系または溶媒系である。顔料は、さらに紙およびプラスチックの
レーザーマーキング、農業分野、例えば、温室シートへの適用、および、例
えばテント天幕の着色にも適している。
　　　【００３８】
　すなわち、本発明は塗料、印刷インク、有価証券印刷インク、表面被覆、
プラスチック、セラミック材料、ガラスおよび化粧製造のような製剤中での
顔料の使用にも関する。」

（ｌ）「【００３９】
　言うまでもなく、種々の用途において、多層被覆顔料を、有機染料、有機
顔料または他の顔料、例えば、高い隠蔽力を有する透明な白色、着色および
黒色顔料との混合物、および薄片状酸化鉄、有機顔料、ホログラフ顔料、
ＬＣＰ（液晶ポリマー）および従来の、金属酸化物被覆雲母およびＳｉＯ2
薄片等に基づく透明、着色および黒色光沢顔料との混合物として有利に用い
ることもできる。多層顔料は、市販の顔料および充填剤と任意の比率で混合
することができる。」

（ｍ）「【００４０】
　本発明の顔料は、さらに、流動性顔料製剤および乾燥製剤、特に、一種ま
たは二種以上の本発明の顔料、バインダーおよび任意に一種または二種以上
の添加剤を含む印刷インクの製造に適している。」

（ｎ）「【００４２】
　実施例１
　粒径１０～６０μｍの雲母１００ｇを、脱塩水２Ｌ中で７５℃に加熱す
る。この温度に達すると、脱塩水８４．３ｇ中にＦｅＣｌ3×６Ｈ2Ｏ
１３０．５ｇ、ＴｉＣｌ4 ４６．５ｇおよびＡｌＣｌ3×６Ｈ2Ｏ
１１．６ｇを含む溶液を、激しい撹拌下にゆっくり計量添加する。３２％水
酸化ナトリウム溶液を用いてｐＨを２．６の一定値に維持する。この溶液の
添加後、混合物をさらに約１５分間攪拌する。続いて、３２％水酸化ナトリ
ウム溶液を用いてｐＨを７．５まで上げ、ナトリウム水ガラス溶液
（ＳｉＯ2１３．５％）４３１ｇをこのｐＨでゆっくりと計量添加する。次

に、１０％塩酸を用いてｐＨを２．０に下げ、混合物をさらに１５分間撹拌
し、ＴｉＣｌ4溶液３９３ｇ（３７０ｇのＴｉＣｌ4／Ｌ）を計量添加す

る。この添加中、３２％水酸化ナトリウム溶液を用いてｐＨを一定値に維持
する。続いて、３２％水酸化ナトリウム溶液を用いてｐＨを２．６まで上
げ、ＦｅＣｌ3×６Ｈ2Ｏ ３４ｇおよび脱塩水４９ｇからなる溶液をゆっく

りと計量添加する。３２％水酸化ナトリウム溶液を用いてｐＨを２．６の一
定値に維持する。この溶液の添加後、混合物をさらに約１５分間攪拌する。
続いて、３２％水酸化ナトリウム溶液を用いてｐＨを５．０まで上げ、混合
物をさらに１５分間攪拌する。
　　　【００４３】
　顔料を濾過除去し、脱塩水で洗い、１１０℃で１６時間乾燥する。最後
に、顔料を８５０℃で３０分間加熱し、強度の色、高い隠蔽力および強力な



光沢を有する金色顔料を得る。」

（３）引用例に記載された発明（引用発明）
　上記（ａ）、（ｂ）の記載、すなわち、
「【請求項１】　（Ａ）ＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3との比率１：０．１～１：５の

混合物からなり、任意に一種または二種以上の金属酸化物を層（Ａ）を基準
に２０重量％以下含んでなる高屈折率被覆、
　（Ｂ）屈折率ｎが１．８以下である無色被覆、
　（Ｃ）屈折率ｎが１．８を超える無色被覆、
　（Ｄ）屈折率ｎが１．８を超える吸収性被覆、
および任意に
　（Ｅ）外側保護層
を含む少なくとも一つの層配列を含んでなる多層被覆薄片状基材に基づく強
力着色干渉顔料。」との記載と、
　「【請求項１３】　一種または二種以上のバインダー、任意に一種または
二種以上の添加剤、および一種または二種以上の請求項１に記載の干渉顔料
を含んでなる顔料製剤。」との記載によれば、引用例には、以下の発明（以
下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。

　「（Ａ）ＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3との比率１：０．１～１：５の混合物からな

り、任意に一種または二種以上の金属酸化物を層（Ａ）を基準に２０重量％
以下含んでなる高屈折率被覆、
　（Ｂ）屈折率ｎが１．８以下である無色被覆、
　（Ｃ）屈折率ｎが１．８を超える無色被覆、
　（Ｄ）屈折率ｎが１．８を超える吸収性被覆、
および任意に
　（Ｅ）外側保護層
を含む少なくとも一つの層配列を含んでなる多層被覆薄片状基材に基づく強
力着色干渉顔料を一種または二種以上と、一種または二種以上のバインダー
と、任意に一種または二種以上の添加剤とを含んでなる顔料製剤。」

（４）引用発明との対比
　本件補正発明と引用発明とを対比する。
（ア）引用発明における「比率」、「任意に」、「一種または二種以上
の」、「被覆」は、本件補正発明の「モル比」、「場合により」、「１以上
の」、「コーティング」に相当するから、引用発明における
「（Ａ）ＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3との比率１：０．１～１：５の混合物からな

り、任意に一種または二種以上の金属酸化物を層（Ａ）を基準に２０重量％
以下含んでなる高屈折率被覆」は、モル比及び１以上の金属酸化物を含む割
合の範囲が一部重複する点で、本件補正発明における「（Ａ）モル比が
１：０．５～１：２．０のＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3の混合物、ならびに場合によ

り、層（Ａ）を基準として＜２０重量％の量の１以上の金属酸化物からなる
高屈折率コーティング」に相当する。

（イ）引用発明における「（Ｂ）屈折率ｎが１．８以下である無色被覆、
　（Ｃ）屈折率ｎが１．８を超える無色被覆、
　（Ｄ）屈折率ｎが１．８を超える吸収性被覆、
および任意に
　（Ｅ）外側保護層
を含む少なくとも一つの層配列」は、屈折率及び層配列数の範囲が重複また
は一部重複する点で、本件補正発明における「（Ｂ）ｎ＜１．８の屈折率を
有する無色コーティングと、
　（Ｃ）ｎ＞１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
　（Ｄ）ｎ＞１．８の屈折率を有する吸収性コーティングと、場合により、
　（Ｅ）外側保護層と
を含む層配列」に相当する。

（ウ）引用発明における「多層被覆」、「薄片状」、「干渉顔料」が、本件
補正発明の「多層コート」、「フレーク状」、「効果顔料」に相当すること
は当業者に自明であり、また、引用発明における「着色」と本件補正発明に
おける「金色」とは、「着色」の点で一致するから、引用発明における「多
層被覆薄片状基材に基づく強力着色干渉顔料」と、本件補正発明における
「多層コートのフレーク状基材に基づく金色効果顔料」とは、「多層コート
のフレーク状基材に基づく着色効果顔料」である点で一致する。

（エ）引用発明における「顔料製剤」が、「任意に一種または二種以上の添



加剤とを含んでなる」のであるから、引用発明の「顔料製剤」は、一種また
は二種以上の添加剤を含む態様と一種または二種以上の添加剤を含まない態
様を有しているといえ、ここで、引用発明における「顔料製剤」のうち、上
記一種または二種以上の添加剤を含む態様とするのであれば、引用発明にお
ける「顔料製剤」は、上記強力着色干渉顔料（着色効果顔料）、及び、上記
添加剤を含むこととなり、それぞれ、本件補正発明における「成分Ａ」及び
「成分Ｂ」と一部重複する点で、本件補正発明における「少なくとも２つの
成分ＡおよびＢからなる顔料混合物」または単に「顔料混合物」に相当す
る。

　以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次の
とおりである。

【一致点】
「少なくとも２つの成分ＡおよびＢからなる顔料混合物であって、
　成分Ａが、
（Ａ）モル比が１：０．５～１：２．０のＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3の混合物、な

らびに場合により、層（Ａ）を基準として＜２０重量％の量の１以上の金属
酸化物からなる高屈折率コーティングと、
（Ｂ）ｎ＜１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｃ）ｎ＞１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｄ）ｎ＞１．８の屈折率を有する吸収性コーティングと、場合により、
（Ｅ）外側保護層と
を含む層配列を有する多層コートのフレーク状基材に基づく着色効果顔料を
含み、
　成分Ｂが、添加剤を含む顔料混合物。」

【相違点】
・成分Ａの着色効果顔料の着色について、本件補正発明が「金色」と特定し
ているのに対して、引用発明は特定していない点。（以下「相違点１」とい
う。）

・成分Ａの顔料について、本件補正発明は、「顔料が、以下の層構造、
基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、
基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3、
基
材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2

基
材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、
または
基材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3」
と特定しているのに対して、引用発明は、特定していない点。（以下「相違
点２」という。）

・成分Ｂの添加剤について、本願発明が「無機顔料、着色性天然果実、およ
び／または植物抽出物の群から選択される着色剤、および／またはフレーク
状、針状、球状、もしくは不規則形状の粒子からなる添加剤」と特定してい
るのに対して、引用発明は特定していない点。（以下「相違点３」とい
う。）

（５）判断
（ア）相違点１について検討する。
　引用例の上記（ｃ）の「本発明の目的は、その有利な適用特性が優れてお
り、同時に簡単な方法で調製することができる、高い着色強度および高い隠
蔽力を有する金色およびオレンジ－赤色の干渉顔料を提供することであ
る。」（当審注：下線は当審において付記したものである。以下同じ。）と
の記載によれば、引用発明の顔料の着色として、金色を例示しているといえ
る。
　そして、引用例の上記（ｎ）によれば、引用発明の顔料の実施例として
「金色顔料」が記載されており、「着色」が「金色」であるといえる。
　したがって、相違点１は実質的なものではないか、仮にそうでないとして
も、引用発明における着色干渉顔料を金色に特定することは、引用例の記載
事項に基づけば、当業者が容易になし得たことである。

（イ）相違点２について検討する。
　引用例の上記（ｊ）の【００３０】によれば、「特に好ましい着色顔料



は、以下の層配列を有する。」と記載され、具体的層配列としては、同じく
【００３１】によれば、

「基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2（Ｄ）

　基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋Ｆｅ2Ｏ3（Ｄ）

　基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ｄ）

　基

材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＳｉＯ2（Ｂ*）＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ｄ）

　基

材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＳｉＯ2（Ｂ*）＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2（Ｄ）」

と記載されている。
　ここで、引用例の上記（ｅ）で「高屈折率の層（Ａ）は、屈折率が好まし
くは１．８以上、特に２．０以上であって、ＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3の混合物で

あり、・・・（以下略）」と、同じく上記（ｆ）で「層（Ａ）の着色力の増
すために、一種または二種以上の金属酸化物、例えば、Ａｌ2Ｏ3、
Ｃｅ2Ｏ3、Ｂ2Ｏ3、ＺｒＯ2またはＳｎＯ2をＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3混合物と

混合することが望ましい。層（Ａ）中のＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3混合物に加え

た・・・（以下略）」と、同じく上記（ｇ）で「層（Ｄ）が同様に
ＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3混合物を含む層である場合、・・・（以下略）」と記載

されていることから、引用例の上記「ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）」及び

「ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ｄ）」は、「ＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3（Ａ）」及び

「ＴｉＯ2／Ｆｅ2Ｏ3（Ｄ）」と置き換えることができるといえる。

　してみると、上記具体的層配列の内、
引用例の「基
材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2（Ｄ）」、「基

材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ｄ）」、「基

材＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ａ）＋ＳｉＯ2（Ｂ）＋ＴｉＯ2（Ｃ）＋ＳｉＯ2（Ｂ*）＋ＴｉＦｅ2Ｏ5（Ｄ）」

は、本件補正発明の「基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、」、「基

材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3」、「基

材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2」と一致することから、

上記相違点２は実質的なものではないか、仮にそうでないとしても、引用例の記載事項を考慮するな
らば、当業者が適宜なし得たことである。

（ウ）相違点３について検討する。
　本件補正発明の成分Ｂである「無機顔料、着色性天然果実、および／また
は植物抽出物の群から選択される着色剤、および／またはフレーク状、針
状、球状、もしくは不規則形状の粒子からなる添加剤」に関して、本件明細
書の【０００６】によれば、「有機もしくは無機の添加剤」と記載されてい
ることから、上記記載には、例えば、成分Ｂとして、無機顔料からなる添加
剤の態様を含んでいることが解る。
　一方、引用例の上記（ｌ）には、顔料（「成分Ａ」に相当）と他の材料を
混合させることについて、「言うまでもなく、種々の用途において、多層被
覆顔料を、有機染料、有機顔料または他の顔料、例えば、高い隠蔽力を有す
る透明な白色、着色および黒色顔料との混合物、および薄片状酸化鉄、有機
顔料、ホログラフ顔料、ＬＣＰ（液晶ポリマー）および従来の、金属酸化物
被覆雲母およびＳｉＯ2薄片等に基づく透明、着色および黒色光沢顔料との

混合物として有利に用いることもできる。多層顔料は、市販の顔料および充
填剤と任意の比率で混合することができる。」と記載されており、「他の顔
料」として、「薄片状酸化鉄」、「金属酸化物被覆雲母およびＳｉＯ2薄片

等に基づく透明、着色および黒色光沢顔料」が例示されており、ここで、
「酸化鉄」、「金属酸化物被覆雲母」、「Ｓｉ２Ｏ」が無機の材料である

ことは当業者に自明であることから、これらの顔料は「無機顔料」であると
いえる。
　したがって、該相違点３は、実質的なものでないか、そうでないとして
も、引用例の記載事項に基づいて、当業者が適宜なし得たものである。

（エ）したがって、（ア）～（ウ）における検討からすると、本件補正発明
と、引用発明との間に相違はなく、本件補正発明は、特許法第２９条第１項
第３号における刊行物に記載された発明に該当し、あるいは、本件補正発明
は、引用例の記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた



ものであり、特許法第２９条第２項の規定に違反しているから、特許出願の
際、独立して特許を受けることができないものである。

（オ）本件請求人の主張について
　なお、本件請求人は、平成２８年３月３１日付け手続補正書により補正さ
れた審判請求書の第３頁の「ｄ）請求項１に係る発明と引用文献１の発明と
の対比」の欄で、『引用文献１は、本出願人による先行出願に係るもので、
本願明細書中でも説明しているように、本願発明で用いるのと同様な４層構
造を有する顔料を開示する。　しかし、この文献は、この顔料に関し、一般
的な混合使用として、
「言うまでもなく、種々の用途において、多層被覆顔料を有機染料、有機顔
料または他の顔料、例えば高い隠蔽力を有する透明な白色、着色および黒色
顔料との混合物、および薄片状酸化鉄、有機顔料、ホログラフ顔料、
ＬＣＰ（液晶ポリマー）および従来の、金属酸化物被覆雲母およびＳｉＯ２
薄片等に基づく透明、着色および黒色光沢顔料との混合物として有利に用い
ることもできる。多層顔料は、市販の顔料および充填剤と任意の割合で混合
することができる。」（段落００４６）と記載するだけである。
　すなわち、この顔料を、特定された他の着色剤および／または添加剤と組
み合わせた形態で使用することについては開示していない点で相違する。特
にこの混合物を化粧品配合物または食品若しくは医薬製品における着色剤と
して使用することについては開示していない。したがって、引用文献１は、
本願発明の顔料混合物を開示するものではない。』と主張する。
　当該主張について検討するに、上記（４）の（エ）においても触れたよう
に、本件補正発明と引用発明とは、「顔料混合物」である点で一致している
と認められる。
　そして、上記下線部分については、本件明細書の発明の詳細な説明に記載
されているだけであって、本願請求項１の記載に基づくものでないことか
ら、上記本件審判請求人の主張は採用できない。
　仮に、引用例には、「顔料」の発明が記載されているだけであって、「顔
料混合物」の発明が実質的に記載されていないとしても、引用例の上記
（ｌ）の記載によれば、一般に、多層被覆顔料は、例えば、黒色顔料等の着
色剤、薄片状酸化鉄（フレーク状酸化鉄）等の顔料、あるいは、充填剤など
との混合物として、種々の用途において用いることができるといえる。ま
た、同じく、上記（ｌ）には、「市販の顔料および充填剤と任意の比率で混
合することができる。」とも記載され、引用例の上記（ｋ）には、「本発明
は塗料、印刷インク、有価証券印刷インク、表面被覆、プラスチック、セラ
ミック材料、ガラスおよび化粧製造のような製剤中での顔料の使用にも関す
る。」と記載されていることから、少なくとも化粧製造のような製剤（化粧
品配合物）における顔料（着色剤）として使用できることが開示されてお
り、その他、種々の技術分野において、多層被覆顔料に市販の顔料等を任意
に混合することは、周知の技術である。（この周知技術については、例え
ば、特表２００３－５０８５７５号公報の請求項１、特表
２０００－５１５９２８号公報の請求項９、特開２０００－１６２８号公報
の請求項１１、特開２００３－５５５７５号公報の請求項１０、特開
２０００－１９１９３９号公報の請求項１等にも記載されている。）
　他方、本件補正発明における成分Ｂは、「無機顔料、着色性天然果実、お
よび／または植物抽出物の群から選択される着色剤、および／またはフレー
ク状、針状、球状、もしくは不規則形状の粒子からなる添加剤を含む」こと
から、例えば、成分Ｂとしては、無機顔料からなる添加剤（着色剤）や、フ
レーク状粒子からなる添加剤（「添加剤」とは、着色剤、顔料、充填剤等、
その機能をなんら限定することがなく、単に、添加される剤であると解され
る。）が包含されている。
　また、本件補正発明における効果、すなわち、特定の多層被覆顔料（成分
Ａ）に成分Ｂを混合し、顔料混合物とすることで得られる効果は、本件明細
書をみても【０００４】段落に「驚くことに、さらなる着色料および／また
は添加剤と組み合わせた多層コートのフレーク状基材に基づくエフェクト顔
料、好ましくは金色顔料を含む顔料混合物は、非常に柔らかい肌感触を与
え、光安定性であり、流出／移動せず、非毒性であり、高い隠蔽力を有する
ことが今や見出されている。」と記載されているのみで、「肌感触」や「隠
蔽力」がどの程度向上しているのかについては、実施例等には一切記載され
ていない。
　したがって、多層被覆顔料に、例えば、無機顔料からなる添加剤（着色
剤）や、フレーク状粒子からなる添加剤を混合し、顔料混合物とすること
は、当業者が容易になし得たことであり、当業者の予測の範囲を超える効果
を奏するものともいえない。
　よって、引用例に「顔料混合物」の発明が記載されていないとしても、引
用例の記載事項に基づけば、当業者が容易に発明をすることができたもので
あるから、上記本件審判請求人の主張は採用できない。



（カ）小括
　上記（ア）～（エ）において本件補正発明と引用発明とを比較して検討し
たように、本件補正発明は、特許出願の際、独立して特許を受けることがで
きないものである。そして、上記（オ）において検討したように、仮に、引
用例には顔料混合物が記載されていないとしても、同様に、本件補正発明
は、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものである。

（６）本件補正についてのむすび
　よって、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第
１２６条第７項の規定に違反してなされたものであるから、同法第１５９条
第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下す
べきものである。
　よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第３　本願発明について
１．本願発明
　平成２８年２月５日になされた手続補正は、上記のとおり却下されたの
で、本願の請求項１ないし１５に係る発明は、平成２７年３月２４日にされ
た手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし１５に記載さ
れた事項により特定されるものであるところ、その請求項１に係る発明（以
下、「本願発明」という。）は、明細書の記載からみて、その請求項１に記
載された事項により特定される、前記第２[理由]１．（２）に記載されたと
おりのものである。再掲すれば、次のとおり。

「【請求項１】
　少なくとも２つの成分ＡおよびＢからなる顔料混合物であって、
　成分Ａが、
（Ａ）モル比が１：０．５～１：２．０のＴｉＯ2とＦｅ2Ｏ3の混合物、な

らびに場合により、層（Ａ）を基準として＜２０重量％の量の１以上の金属
酸化物からなる高屈折率コーティングと、
（Ｂ）ｎ＜１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｃ）ｎ＞１．８の屈折率を有する無色コーティングと、
（Ｄ）ｎ＞１．８の屈折率を有する吸収性コーティングと、場合により、
（Ｅ）外側保護層と
を含む層配列を有する多層コートのフレーク状基材に基づく効果顔料を含
み、
　該効果顔料が、以下の層構造、
基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、

基材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3、
基
材＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2

基
材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2、
または
基材＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3／ＴｉＯ2＋ＳｉＯ2＋ＴｉＯ2＋Ｆｅ2Ｏ3
を有し、
　成分Ｂが、無機顔料、着色性天然果実、および／または植物抽出物の群か
ら選択される着色剤、および／またはフレーク状、針状、球状、もしくは不
規則形状の粒子からなる添加剤を含むことを特徴とする顔料混合物。」

２．引用刊行物

　原査定の拒絶の理由で引用された引用例及びその記載事項は、前記第２の
[理由]２．（２）に記載したとおりである。

３．対比・判断
　本願発明は、前記第２の[理由]２．で検討した本件補正発明の「金色効果
顔料」において、「金色」との限定事項を削除し、単に「効果顔料」とした
ものである。
　そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに「効果顔料」を
「金色」と限定したものに相当する本件補正発明が、前記第２の[理由]２．
（５）に記載したとおり、刊行物に記載された発明であるか、当該刊行物に
記載された発明に基いて、当業者が容易に想到し得たものであり、特許を受
けることができないものであるから、本願発明も、同様の理由により、特許
を受けることができない。



第４　むすび
　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、また
は、同条第２項に違反するものであるから、特許を受けることができない。
　したがって、その他の請求項２～１５に係る発明について論及するまでも
なく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。

平成２８年１２月２１日

　　審判長　　特許庁審判官 國島 明弘
特許庁審判官 井上 能宏
特許庁審判官 日比野 隆治

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。
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